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富田まちなみ環境整備事業計画（変更）承認申請書
令和　　年　　月　　日

（あて先）高槻市長
住所　
申請者　　氏名　
団体にあっては、主たる事務所の
所在地、名称及び代表者の氏名



富田まちなみ環境整備事業計画（変更）の承認を受けたいので、富田まちなみ環境整備事業補助金交付要綱第9条第1項（又は第9条第6項）の規定により、次のとおり申請します。

	実施場所
	高槻市富田町

	種別
	□建築物の新築、増築、改築、外観を変更することとなる修繕又は色彩の変更
□工作物の新設、増築、改築、外観を変更することとなる修繕又は色彩の変更
□屋外広告物の新設、外観を変更することとなる修繕又は色彩の変更

	予定期間
	令和　　年　　月　　日　　～　　令和　　年　　月　　日



（添付書類）
□ 誓約書（様式第1号の2）
□ 工事見積書
□ 設計図書
□ その他市長が必要と認める書類

様式第1号の2（第9条関係）

誓約書
令和　　年　　月　　日

（あて先）高槻市長
住所　
申請者　　氏名　
団体にあっては、主たる事務所の
所在地、名称及び代表者の氏名



私は、富田まちなみ環境整備事業計画（変更）の承認を受けるに当たり、富田らしい歴史と趣のあるまちなみの再創出に向けて、下記の事項について誓約します。


記

誓約・同意事項を確認し、「はい」「いいえ」のどちらかを〇で囲んでください。
	１
	本計画で修景した部分については、災害等により当該部分が損傷した場合を除き、適正な維持保全に努めます。
	はい・いいえ

	２
	本計画の完了後についても、引き続き対象経路に面する部分の修景に取り組みます。
	はい・いいえ





様式第2号（第9条関係）
高槻市指令（　）第　　号
令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　様
高槻市長　　　　　　　　　　

富田まちなみ環境整備事業計画（変更）承認通知書

　令和　　年　　月　　日付けで申請のあった富田まちなみ環境整備事業計画（変更）については、次のとおり承認することに決定したので、富田まちなみ環境整備事業補助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）第9条第3項の規定により通知します。

１　実施場所
高槻市富田町

２　種　　別
□建築物	□工作物	□屋外広告物

３　予定期間
令和　　年　　月　　日　　～　　令和　　年　　月　　日

４　承認の条件
(1) 計画の内容の変更（交付要綱第15条第1項各号に定めるものを除く。）をする場合には、市長の承認を受けること。
(2) 計画を中止する場合には、市長の承認を受けること。
(3) 計画が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) 市長が、報告を求め、又は市職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる必要があると認めたときは、これに協力すること。
(5) 本通知は補助金の交付を担保するものではないため、補助金の交付を受けようとするときは、事業完了後に交付要綱第9条に規定する申請を行うこと。


様式第3号（第10条関係）

富田まちなみ環境整備事業補助金交付申請書
令和　　年　　月　　日

（あて先）高槻市長
住所　
申請者　　氏名　
団体にあっては、主たる事務所の
所在地、名称及び代表者の氏名



富田まちなみ環境整備事業補助金の交付を受けたいので、富田まちなみ環境整備事業補助金交付要綱第10条の規定により、次のとおり申請します。

	実施場所
	高槻市富田町

	種別
	□建築物の新築、増築、改築、外観を変更することとなる修繕又は色彩の変更
□工作物の新設、増築、改築、外観を変更することとなる修繕又は色彩の変更
□屋外広告物の新設、外観を変更することとなる修繕又は色彩の変更
□富田らしい歴史と趣のあるまちなみ再創出を目的とする事業

	予定期間
	令和　　年　　月　　日　　～　　令和　　年　　月　　日

	補助金の　申請額及び算出根拠
	総事業費
	円

	
	補助対象経費
	円

	
	交付申請額
	円


（添付書類）
□ 工事見積書　　　　□ 設計図書　　　　□ 高槻市における市税の完納証明書
□ 富田まちなみ環境整備事業計画（変更）承認通知書（様式第2号）の写し
□ 補助対象経費の支出を確認できる領収書の写し等
□ 補助事業の成果を記載した書類（完成写真等）
□ 要件確認申立書（様式第4号）
□ 富田まちなみ環境整備事業計画書（様式第5号）　 □ 規約又は会則等の写し
□ その他市長が必要と認める書類

[bookmark: _様式第4号（第6条関係）][bookmark: _様式第2号（第5条関係）][bookmark: _様式第3号（第5条関係）][bookmark: _様式第2号（第6条関係）][bookmark: _様式第2号（第6条、第15条関係）][bookmark: _様式第2号（第6条、第9条関係）]様式第4号（第10条関係）
令和　　年　　月　　日

（あて先）高槻市長

住所又は主たる事務所の所在地
フリガナ　　　
商号又は名称　
フリガナ　　　
氏　　名　　　
生年月日　　　　　　　年　　　月　　　日　生
（団体の場合は代表者）

要件確認申立書
　
高槻市補助金交付規則第3条及び富田まちなみ環境整備事業補助金交付要綱（以下「要綱」という。）第10条第1項に基づき、補助金の交付申請を行うにあたり、下記の内容について申し立てます。
記

※各項目を確認し、「はい」「いいえ」のどちらかを○で囲んでください。
	申　　立　　事　　項

	１
	代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等（以下「代表者等」という。）が、高槻市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、同条第3号に規定する暴力団密接関係者ではありません。
	はい・いいえ

	２
	上記１のいずれかに該当することとなった場合は、直ちにそのことを市に届け出るとともに、該当の有無に関して調査が必要となった場合には、高槻市が求める必要な情報及び資料（法人の役員名簿等）を遅滞なく提出することに同意します。
	はい・いいえ

	３
	調査等の結果、上記１のいずれかに該当することが判明した場合は、要綱第25条に基づき、補助金の交付を取り消されること、及び要綱第26条及び27条に基づき、補助金の返還が必要なことを確認いたしました。
	はい・いいえ

	４
	高槻市に提出した資料等を、市が大阪府警察本部又は高槻警察署へ提供し、意見を聴くことに同意します。
	はい・いいえ




裏　面

○大阪府暴力団排除条例施行規則（抜粋）
（暴力団密接関係者）
第3条　条例第2条第4号の公安委員会規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者
(2) 暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与（次号において「利益の供与」という。）をした者
(3) 前号に定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした者
(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
(5) 事業者で、次に掲げる者（アに掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。）のうちに暴力団員又は第1号から前号までのいずれかに該当する者のあるもの
ア　事業者の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、　相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。）
イ　支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織（以下「営業所等」という。）の業務を統括する者
ウ　営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にあるものであって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者
エ　事実上事業者の経営に参加していると認められる者
(6) 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、条例第2条第5号に規定する公共工事等に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結した事業者


[bookmark: _様式第3号（第9条関係）]様式第5号（第10条関係）
富田まちなみ環境整備事業計画書
1　団体の概要
	団体の名称
	

	連絡先
	氏名
	

	
	住所
	〒   －    


	
	ＴＥＬ／ＦＡＸ
	

	
	Ｅ－Ｍａｉｌ
	

	構成員数
	　　名（市内に住所を有し、又は通学、通勤している者　　　　名）

	設立年月日
	

	団体の目的
	



	これまでの主な
活動内容
	






2　団体補助事業の概要
	名称
	

	目的と内容
	



	実施方法
	



	期待される効果
	




（裏面につづく）
[bookmark: _様式第4号（第12条関係）]3　活動の収支計画
	収入の部
	項　　目
	予算額
	明　　細

	
	補助金
	
	

	
	自己資金等
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	合　　計
	円
	

	支出の部
	項　　目
	予算額
（補助対象経費）
	明　　細

	
	
	
（　　　　　 ）
	

	
	
	
（　　　　　 ）
	

	
	
	
（　　　　　 ）
	

	
	
	
（　　　　　 ）
	

	
	
	
（　　　　　 ）
	

	
	
	
（　　　　　 ）
	

	
	
	
（　　　　　 ）
	

	
	
	
（　　　　　 ）
	

	
	
	
（　　　　　 ）
	

	
	合　　計
	円
（　　　　　 ）
	

	（差　引）
	円
	




様式第6号（第13条関係）
高槻市指令（　）第　　号
令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　様
高槻市長　　　　　　　　　　　

富田まちなみ環境整備事業補助金交付決定通知書

　令和　　年　　月　　日付けで申請のあった富田まちなみ環境整備事業補助金については、次のとおり交付することに決定したので、富田まちなみ環境整備事業補助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）第13条第1項の規定により通知します。

１　補助金の交付決定額　　　　　　　　　　　　　　　円
(1) 補助事業の内容が変更された場合において、補助金の額が変更されるときは、別に通知するところによります。
(2) 団体補助事業に係る補助金の額については、補助金実績報告書の提出後に補助金額確定通知書をもって確定します。この場合、実績報告に基づき算出される額と、この通知書による補助金の交付決定額（交付要綱第15条第4項又は第16条第1項の規定により変更した場合は、変更後の額とする。）とのいずれか低い額をもって行います。
２　補助金の交付条件
(1) 補助事業に要する経費の配分又は当該事業の内容の変更（交付要綱第15条第1項各号に定めるものを除く。）をする場合には、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止する場合には、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) 市長が、補助金の適正な執行を期するため、補助事業者に対し報告を求め、又は市職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる必要があると認めたときは、これに協力すること。
(5) 高槻市補助金交付規則及び富田まちなみ環境整備事業補助金交付要綱を遵守すること。
３　この決定（交付条件を含む。）に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に限り申請の取下げをすることができます。

[bookmark: _様式第3号（第7条関係）][bookmark: _様式第3号（第7条、第16条関係）][bookmark: _様式第5号（第12条関係）]様式第7号（第13条関係）

高槻市指令（　）第　　号
令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
高槻市長　　　　　　　　　　　

富田まちなみ環境整備事業補助金不交付決定通知書


　令和　　年　　月　　日付けで申請のあった富田まちなみ環境整備事業補助金については、次の理由により交付しないことに決定したので、富田まちなみ環境整備事業補助金交付要綱第13条第2項の規定により通知します。

（交付しない理由）



[bookmark: _様式第6号（第13条関係）]様式第8号（第14条関係）

富田まちなみ環境整備事業補助金交付申請取下書
令和　　年　　月　　日

（あて先）高槻市長
住所　
申請者　　氏名　
団体にあっては、主たる事務所の
所在地、名称及び代表者の氏名



令和　　年　　月　　日付け高槻市指令（　）第　　　号にて通知のあった富田まちなみ環境整備事業補助金の交付決定について、富田まちなみ環境整備事業補助金交付要綱第14条第1項の規定により次のとおり申請を取り下げます。

１　補助金交付決定通知書を受け取った日
　　令和　　年　　月　　日

２　取下げの理由



[bookmark: _様式第7号（第14条関係）]様式第9号（第15条関係）

富田まちなみ環境整備事業補助金変更承認申請書
令和　　年　　月　　日

（あて先）高槻市長
住所　
申請者　　氏名　
団体にあっては、主たる事務所の
所在地、名称及び代表者の氏名



令和　　年　　月　　日付け高槻市指令（　）第　　　号にて通知のあった富田まちなみ環境整備事業補助金の交付決定について、次のとおり変更をしたいので、富田まちなみ環境整備事業補助金交付要綱第15条第1項の規定により申請します。

１　変更する内容


２　変更の理由


３　変更後の補助金の額

補助金交付決定額　　　　　　　　　　　　　円
補助金交付変更申請額　　　　　　　　　　　　　円
増減額　　　　　　　　　　　　　円

４　変更後の費用の配分



[bookmark: _様式第8号（第14条関係）]様式第10号（第15条関係）

富田まちなみ環境整備事業補助金中止承認申請書
令和　　年　　月　　日

（あて先）高槻市長
住所　
申請者　　氏名　
団体にあっては、主たる事務所の
所在地、名称及び代表者の氏名



令和　　年　　月　　日付け高槻市指令（　）第　　　号にて補助金の交付の決定を受けた補助事業について、次のとおり中止をしたいので、富田まちなみ環境整備事業補助金交付要綱第15条第2項の規定により申請します。

１　中止の理由




　



[bookmark: _様式第9号（第14条関係）]様式第11号（第15条関係）

高槻市指令（　）第　　号
令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　様

高槻市長　　　　　　　　　　　

補助事業の変更等に伴う富田まちなみ環境整備事業補助金交付決定
変更・取消通知書


　
令和　　年　　月　　日付け高槻市指令（　）第　　号にて交付決定した富田まちなみ環境整備事業補助金について、次のとおり□変　更□取消ししたので、富田まちなみ環境整備事業補助金交付要綱第15条第4項の規定により通知します。

１　変更・取消しの内容

変更前の補助金交付決定額　　　　　　　　　　　　　　　円
変更後の補助金交付決定額　　　　　　　　　　　　　　　円
変更による増減額　　　　　　　　　　　　　　　円
　
補助金の交付条件


２　その他
補助金の額の確定は、実績報告に基づき算出される額と、この通知書による変更後の補助金の交付決定額とのいずれか低い額をもって行います。


[bookmark: _様式第10号（第15条関係）]様式第12号（第16条関係）

高槻市指令（　）第　　号
令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　様

高槻市長　　　　　　　　　　　

事情変更による富田まちなみ環境整備事業補助金交付決定
変更・取消通知書


　令和　　年　　月　　日付け高槻市指令（　）第　　号にて交付決定した富田まちなみ環境整備事業補助金について、その後の事情変更により特別の必要が生じたため、次のとおり□変　更□取消ししたので、富田まちなみ環境整備事業補助金交付要綱第16条第3項の規定により通知します。

１　取消し・変更の内容

変更前の補助金交付決定額　　　　　　　　　　　　　　　円
変更後の補助金交付決定額　　　　　　　　　　　　　　　円
変更による増減額　　　　　　　　　　　　　　　円

　補助金の交付条件


２　変更・取消しの理由


３　その他
補助金の額の確定は、実績報告に基づき算出される額と、この通知書による変更後の補助金の交付決定額とのいずれか低い額をもって行います。


[bookmark: _様式第5号（第7条関係）][bookmark: _様式第6号（第8条関係）][bookmark: _様式第4号（第8条関係）][bookmark: _様式第11号（第19条関係）]様式第13号（第20条関係）

富田まちなみ環境整備事業補助金実績報告書
令和　　年　　月　　日

（あて先）高槻市長
住所　
申請者　　氏名　
団体にあっては、主たる事務所の
所在地、名称及び代表者の氏名



令和　　年　　月　　日付け高槻市指令（　）第　　　号にて補助金の交付決定を受けた補助事業について、富田まちなみ環境整備事業補助金交付要綱第20条の規定により、次のとおり実績を報告します。

１　補助金の請求予定額　　　　　　　　　　　　　　円

２　その他
(1) 補助金の交付決定額とその精算額
　　　　交付決定額　　　　　　　　円　　　精算（実績）額　　　　　　　　円
(2) 補助事業の実績（成果）
※交付申請の目的及び内容に基づき、その成果を具体的に記述すること。詳細は添付書類でも可とする。




３　添付書類
□ 補助事業の収支決算書又はこれに相当する書類
□ 補助事業の成果を記載した書類
□ 補助対象経費の支出を確認できる領収書の写し等
□ その他市長が必要と認める書類


[bookmark: _様式第12号（第20条関係）]様式第14号（第21条関係）

高槻市指令（　）第　　号
令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
高槻市長　　　　　　　　　　　

富田まちなみ環境整備事業補助金額確定通知書


　令和　　年　　月　　日付けで実績報告のあった富田まちなみ環境整備事業補助金については、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められるため、次のとおり交付すべき額を確定し、富田まちなみ環境整備事業補助金交付要綱第21条の規定により通知します。


確定した補助金交付額　　　　　　　　　　　　　　　　　円



[bookmark: _様式第6号（第10条関係）][bookmark: _様式第6号（第10条、第17条関係）][bookmark: _様式第13号（第22条、第23条関係）]様式第15号（第23条、第24条関係）

富田まちなみ環境整備事業補助金交付請求書
令和　　年　　月　　日

（あて先）高槻市長
住所　
申請者　　氏名　
印
団体にあっては、主たる事務所の
所在地、名称及び代表者の氏名



令和　　年　　月　　日付け高槻市指令（　）第　　　号にて交付の決定を受けた富田まちなみ環境整備事業補助金について、富田まちなみ環境整備事業補助金交付要綱第23条第2項（又は第24条第2項）の規定により次のとおり交付を請求します。

請求金額　　円百万
十万
万
千
百
十
一




0
0
0



振込口座
	金融機関名
支店名
	　　　　銀行　　　　　　　　　　支店

	種　目
	普通・当座
	口座番号
	
	
	
	
	
	
	

	フリガナ
	

	口座名義人
	





[bookmark: _様式第14号（第23条関係）]様式第16号（第24条関係）

富田まちなみ環境整備事業補助金精算書
令和　　年　　月　　日

（あて先）高槻市長
住所　
申請者　　氏名　
団体にあっては、主たる事務所の
所在地、名称及び代表者の氏名



令和　　年　　月　　日付け高槻市指令（　）第　　　号にて確定した富田まちなみ環境整備事業補助金について、富田まちなみ環境整備事業補助金交付要綱第24条第3項の規定により、次のとおり精算します。


１　精算内容
受領額　　　　　　　　　　　　　　　円

確定額　　　　　　　　　　　　　　　円

差引余剰　　　　　　　　　　　　　　円
（又は不足）額

２　添付書類
□ 補助金充当経費実績内訳書



[bookmark: _様式第15号（第24条関係）]様式第17号（第25条関係）

高槻市指令（　）第　　号
令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
高槻市長　　　　　　　　　　　

富田まちなみ環境整備事業補助金交付決定取消通知書


　令和　年　月　日付け高槻市指令（　）第　　　号にて交付決定した富田まちなみ環境整備事業補助金については、次のとおり交付決定を取り消したので、富田まちなみ環境整備事業補助金交付要綱第25条第3項の規定により通知します。


１　取消しの内容

取消前の補助金交付決定額　　　　　　　　　　　　　　　円

取消後の補助金交付決定額　　　　　　　　　　　　　　　円

取消しによる増減額　　　　　　　　　　　　　　　円


２　取消しの理由


[bookmark: _様式第16号（第27条関係）]様式第18号（第29条関係）

取得財産の処分承認申請書
令和　　年　　月　　日

（あて先）高槻市長
住所　
申請者　　氏名　
団体にあっては、主たる事務所の
所在地、名称及び代表者の氏名



令和　　年　　月　　日付け高槻市指令（　）第　　　号にて確定を受けた富田まちなみ環境整備事業補助金により取得し、又は効用の増加した財産について、次のとおり処分したいので、富田まちなみ環境整備事業補助金交付要綱第29条第2項の規定により申請します。


１　処分する財産の種類及び数量



２　処分内容
(1) 処分方法

(2) 処分予定日


３　処分理由



[bookmark: _様式第17号（第26条関係）]様式第19号（第29条関係）

高槻市指令（　）第　　号
令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
高槻市長　　　　　　　　　　　

取得財産の処分承認書


　令和　　年　　月　　日付けで申請のあった富田まちなみ環境整備事業補助金に係る取得財産の処分については、次のとおり承認することに決定したので、富田まちなみ環境整備事業補助金交付要綱第29条第3項の規定により通知します。


財産処分の承認内容


